【共通】
特別償却をしなかった理由書



対象事業の用に供する設備は、租税特別措置法第４５条第３項に基づく特別償却を行うことができるものですが、以下の理由により実施しませんでした。


（理由）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年　　月　　日

所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　

名　　称　　　　　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　








この理由書は、対象事業の用に供する設備（機械及び装置、建物及びその付属設備）について、租税特別措置法第４５条第３項に規定する特別償却を適用しなかった場合に限り作成し、提出してください。
なお、一部の資産について当該特別償却を適用しなかった場合、或いは租税特別措置法の他の条項に規定する特別償却を適用した場合であっても提出してください。






＜理由欄記入例＞
　　・当該事業年度が欠損であるため
　　・当該事業年度の利益が減少するため
　　・他の特別償却（税額控除）の適用を選択したため
　　（あくまで記載例ですので、実情に応じて記入してください。）
